
本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する県民及び事業者の認識を深めることによりその解消を図
るため、公共の場所（県の区域内の道路・公園、広場等）において、本邦外出身者に対する不当な差別的
言動に該当する表現活動（行進・示威運動など）が行われたと認めるときは、その概要を公表する場合が
あります。【第１０条】

本邦外出身者に対する不当な差別的言動

「愛知県人権尊重の社会づくり条例」
が施行されました。

２０２２年
４月１日

相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合い、多様性を認め合う、誰一人取り残される
ことのない人権尊重の社会づくりを進めましょう。

条例の詳しい内容については、愛知県人権推進課Webページをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/

２０２２年１０月１日施行（第9条～第12条）

県民・事業者のみなさまへ

家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、また、事業者がその事業活動を行うに
あたっては、人権尊重の社会づくりに寄与するよう努め、県が実施する人権施策にご協力いただきます
ようお願いします。

問合せ：愛知県県民文化局人権推進課
電 話：０５２－９５４－６１６７

条 例 の 概 要

この条例は、人権尊重の社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人権に関する課
題の解消を図るとともに、全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的に、県、県民及
び事業者の責務を明らかにし、人権尊重の社会づくりに関する施策の基本となる事項を定めています。

人権尊重の社会づくり

基本計画の策定

相談体制の整備

女性、子ども、高齢者、障害者、部落差別、外国人、感染症患者等、犯罪被害者等、
インターネットによる人権侵害、ホームレス、性的少数者など人権を巡る様々な重要
課題に対応するための基本計画を定め、総合的かつ計画的に人権施策を推進します。

人権に関する相談窓口を設置するなど、人権に関する相談に的確に応ずることができ
るよう体制を整備します。

インターネット上の
誹謗中傷等の

未然防止及び被害者支援

本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の

解消に向けた取組の推進

部落差別の解消
に向けた取組の推進

性的指向及び性自認の
多様性についての
理解の増進等

本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し
又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除
することを煽動する不当な差別的言動をいう。【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第２条】



愛知県人権尊重の社会づくり条例 （２０２２年４月１日一部施行・同年１０月１日全部施行）


